
年末年始リフレッシュ期間

12/25 ～ 1/12月 金

重点日 12/28      , 1/4 , 1/5 木 木 金

【期間中の取組】
・管理職員が、長期休暇の取得を積極的に呼びかけ
・重点日には、原則、会議等を設定しない

総務部人事局人事課

年末年始に連続休暇を取得して
ココロとカラダをリフレッシュ！

「年末年始の休日」
＋

「年休等の取得」

１週間以上の連続休暇


